
個人番号カード（マイナンバーカード）
交付手続きに関するご案内

うまべぇ

必要書類をご持参の上、乳幼児を含め必ずご本人が交付場所
（東大和市役所 １階市民課）にお越しください。

下記の電話番号から事前の予約をお願いします。

東大和市役所マイナンバーカード専用ダイヤル

０４２－５１６－９３０１☎

平日（月～金曜日）9：00～17：00 土曜日 9：00～12：00

ご予約には同封の交付通知書（はがき）を準備してください。

マイナンバーカードの受け取り予約について

交付には様々な確認事項があり、窓口でお待ちいただく時間が長くなることや、

9：00～12：009：00～17：00

平日

交付予約時間枠 9：00～16：30

土曜日（月～金曜日）

電話予約受付時間

9：00～11：30

ご本人が病気・身体の障害その他、やむを得ない理由により、交付場所にお越しに
なることが難しい場合に限り、任意代理人にカードの受け取りを委任できます。
（仕事が多忙、通勤・通学のためお越しになれない場合は、やむを得ない理由には
該当しません）
代理人による受取は、必要書類等の案内がありますので必ずお問い合わせのうえ、
来庁していただくようお願いします。

やむを得ない理由により、ご本人が来庁することが難しい場合

予約時に案内した必要書類や本人確認書類をお持ちでないとお渡しできない

可能性があります。ご家族の場合はひとつの枠に人数分の予約をすることが

祝日・休日・12月29日～1月3日を除く

祝日・休日・12月29日～1月3日を除く

できます。通常、お渡しまで20分程度の時間を見込んでおります。



受け取り当日の持ち物

ご予約受付およびお問い合わせ電話番号

０４２－５１６－９３０１
平日（月～金）9：00～17：00 土曜日 9：00～12：00

☎
東大和市マイナンバー専用ダイヤル

B ： Aの書類が用意できない場合は、以下よりいずれかの書類２点をお持ちください

・生活保護受給証明書
・子ども医療費受給者証（子、乳）

・国民年金手帳
・介護保険被保険者証

・健康保険被保険者証
・後期高齢者医療被保険者証

※いずれも有効期限内のものに限るその他、母子健康手帳、社員証、学生証等

A ： いずれかの書類１点をお持ちください

・運転免許証
・運転経歴証明書（平成24年4月1日以降交付のものに限る）
・旅券（パスポート）

・身体障害者手帳
・在留カード
・マイナンバーカード

※いずれも有効期限内のものに限る

必要事項を記入し
てお持ちください

□ 交付通知書（はがき） □ マイナンバーカード受領申請書（裏面）

□ マイナンバーカード・暗証番号メモ（裏面）

□通知カード □住基カード
お持ちの方のみ

□ マイナンバーカード（更新や満欄による再交付の場合）

申請者
（１５歳以上）

□ 本人確認書類（下記AまたはB）

法定代理人
（親権者,後見人）

① 必要書類

② 本人確認書類等

15歳未満の方及び成年被後見人の方等がマイナンバーカードの交付を希望される場合、
法定代理人（親権者、成年後見人等）の方に交付いたします。
なお、法定代理人の方に加え、乳幼児を含め、必ずご本人もお越しください。

申請者
（15歳未満）

※申請者が15歳未満の場合

□ 本人確認書類（下記A）

□ 本人確認書類（下記AまたはB）

□ 戸籍謄本

□ 登記簿謄本（成年後見人である方）

（親権者が別世帯に居住している方：同一世帯の親は不要）いずれか
必要な方
のみ

下記①及び②の持ち物をご用意ください

祝日・休日・12月29日～1月3日を除く


